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都市と農村の抗争の近世的一類望
( 1)

------ ザ ク セ ン の ビ ー ル 酸 造 営 業 を め ぐ っ て -------

寺 尾 誠

他 所の土地柄を識ってたり町 々 の 美 し さ や 名 前 を 数 え 上 げ る な ん て ，虚 し い 事 よ ，唯の 

理 屈 さ 。村 の ビ ー ル ，その強た か さ が 判 る ， それこそ実 地 の 地 理 学 よ 。

「七年戦争J の戦火がまだ完全に収まりきらぬ1762年，戦いの舞台となったザクセン選帝侯国は

すでに深刻な危機に見舞われていた。 とりわけ財政再建のために国家機構を封建身分制的な領邦国

家の伝統から解き放ち， より合理的な啓ま専制国家へと脱皮させることが， この領邦の死活問題で

あった。 ライプツィヒの富裕市民の出身で有能な官僚でありながら，首相ブリュールの不興を買い，

野 に 下 っ て い た フ リ ッ チ ュ は ， す で に 50年 代 後 半 よ り，当 時 ワ ル シ ャ ワ に い た プ リ ュ ー ル に 国 家 再
( 3 )

建のための方策を再三提案し，62年 4 月末にそれが漸く認められてr再建委員会J の実現となった。 

彼を委員長とする委員会の一年半にわたる精力的な活動は，再建され行く領邦国家に「ザクセン党J 

の啓蒙自由主義を刻印して行くことになる。委 員 会 の 「建議と判定」は，農業，鉱工業などの国民 

経済再建に関わるものを主要な柱としており， ここに中欧の後進小国ザクセンへの現実的認識を読

注 （1 ) 酸造営業die B r a u n a h ru n g とは， ビール顔造を生業と.して営むことで，単なる酸造と区される。後者は食卓 
M 飲料酸造das T is c h tru n k s b ra u であり，自家消費を目的としている。 これに对し前者は営利を目的とする酸造 
である。中世の都市法が整備された段階で，前者はバン焼，屠 殺 （肉販売）その他の手工業と共に，都市市民の生業と 
して，独占化された。勿論，それは禁制圏die B a m u n e ile の及ぶ範囲のことであり，そこにピール禁制圏die Eier- 
m e i le が成り立つ。それは禁制圏内の住民，特に嚴村在住者に特定都市の酸造ピールを購買させるビール強制権das 
B ie rz w a n g s re c h tをその都市が行使することを意味する。裏返していえば，廣村での酸造及びその雄造物の販売が 
禁じられる。但し禁制圏内でも古くからの居酒屋は酸造業はできぬが販売はできるとされ(1379年)，圏外では永代居 
酒屋の主人der E rb k re tz s c h m a rには一定量の酸造及ぴ搏売するausschrotten (卸売の）権利が最初は慣習，後 
には領邦の法規により認められた。但し貢租負担を領邦に納入すろ義務を負うものであった。但し永代として認め 
られぬ単なる居酒屋又は酒場der S c h e n k e においては，その場での小売だけが許されていた。この制限は禁制圏内 
にも妥当したが，後年，このビール小売販売権das E ie rve rzap fungsschenkrech tを使って，搏売が行われたり， 
禁制圏内に他の都市のビールが持ちこまれ，都市との紛争の種となる。また永代居酒屋の制限違反も同様である。さら 
に貴族特に騎士には食卓用飲料顔造が免税措置の下に認められてし、たが， これも営利目的に利用され都市の激し、抗議 
を浴びた。なお，農家の自家用酸造は収獲時飲料としてのみ慣習的に許されていた。なお，これらの法制史的説明につ 
いては F. A . E ichhof, Geschichte und unpartheyische U ntersuchung des B raunah rungss tre itig ke it 
zwischen R itte rg u t und Stadte in  Chursachsen, 1803, S S .138〜215.を参照。

( 2 ) ゲーテが学んだ頃のライプツィヒ大学学生の流行言葉。 J. Vogel, Goethes Le ipz ige r Studenten Jahre, 3. 
Aufl., 1909, S. 39.

( 3 )  H. Schlechte, D ie S taatsreform  in  Kursachsen 1762-1763, Quellen zum kursachsischen Retablisse- 
m ent nach dem siebenjahrigen Kriege, 1958, S S .13〜59.
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みとることができる。それと共に注目を引くのが都市問題に対する関心の強さである。 フランス系

改 革 （カルヴァン）派の市民に対するル タ ー 派市民の村ノ、分的仕打ちに対する鋭い批判もさることな

がら，62年10月に起草された「ザクセン選帝侯国における都市の状態についてJ と い う 「建議」は，
( 5 )

当時の都市と農村の関係の大変興味ある把握を示している。戦災以上に都市を破減させてしまった 

のは，戦前にすでに見られる原因である。 そのためには，個々の都市特有の原因についての綿密な 

調査が必要であるとともに，諸都市に共通して見られてきた破滅の一般的原因が列挙される。その 

筆頭にあげられたのが， r諸都市から奪い去られた， あるいは長害されたといった方が良い酸造営 

業」である。

ここに酸造というのはビールのそれである。そして，都市市民の窮乏は何よりもまず古くから享

ら彼等にのみ認められていたビール酸造営業特権の侵害によるという。長害しているのは農村の住

人であり，彼等の密造，密売であった。 もっとも農村といってもr農村にある最小のビール酸造.

販売都市J , 「村ビールJ, r農村での麦芽製造及び酸造J, r村仲間のビールJ と多義的である。最初
( 6 )

のは，物品税都市と対比され，租税ショックや四季税の負担も最少であるといわれており，比較的

新しい農村的な非特権の小都市を指している。シュレヒチは，そこで酪造及び販売で収益をしこた
( 7 )

ま物にしたのは免税の特権を持つ騎士農場であったと注釈している。小都市，騎士以外に農民また

はその他の農村住人もまた含まれていることは，その他の表現から推察しうる。肝心なのは， 「再

建委員会」力'、，都市の経済的危機を，農村関係者による都市特権の長害から説明したことである。

しかも都市の特権のうち，市民のビール酸造. 販売の特権が焦点にすえられたことである。ザクセ

ン に お い て ， ビ ー ル を めぐる都市と農村関係者の間に，深刻な利害の対立が戦前から存在してきた

という♦ 実が， ここに浮び上ってくる。事実， 「建議」 もビール酸造に関する項のニ節目で， この

対立が数世紀にわたるものであったと報じている。
( 8 )

すでに1482年の領邦条令にお い て ，都市を荒廃させたくないが故に農村での麦芽製造及び酸造が 

參じられていた。聖職者と騎士が営利を目的にした酸造を行なっているのに対し，食 卓 用 （つまり

r三田学会雑誌」75巻3 号 （1982年6月）

注 （4 ) Ebd" SS. 299〜491, N r. 52〜67. S c h le c h te の整理によれば， 国民経済，国家債務制度，都市制度，商業及びマ 
ヌプァクトクア制度，司法制度の五群に分類される。

( 5 ) 改革派及びザクセンの敬虔派に対するフリプチュの同情的な態度については， ebd., SS. 46〜59, 66〜72. なお都市 
に関する建議は ebd., SS. 401-427, N r. 60.

(6  ) 租税ショックdas S teuer-S chockは，ショック.グロッシエンder Schockgroschen (60グロプシュン) の貨 
幣学位で課せられた地租。1628年に納税者の自己申請で作成の租税台帳を基準にしたもの。四季锐Quatember-Quan- 
t u m は手工業収入と土地所有に对し課せられた混合税で，年四回四季毎に納入するために，そう呼ばれた。 これらの 
粗税の詳しい解説は，松 尾 展 成 [『九月騒乱』期における騎士領プルシュンシュタイン所属集落（南ザクセン）からの請 
願書（I ) , 岡山大経済学会雑誌12巻 2 号 345-349,注(13), (14), (15)を参照。

( 7 ) Schlechte, a. a. O" S. 406, Anm . 489.
( 8 )  Ebd" S. 407, Anm . 492. S ch le ch te によれぱ聖職者や騎士が麦芽製造やど一ル顔造を販売目的で行っていること 

力•、問題であったという。な お EicW iof, a. a. O , SS. 22〜2 3 .によれぱ，違反者への処罰が初めて規定され》都市の 
独占権能が明確となった。
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自家用） 飲料の酸造は許されるが，それ以上の酸造が禁じられた。ただし，負担を負う永代居酒屋，

あるいは定められた期間以前，つまり昔から酸造権能を持ってきた者，あるいは一定の条件の下に

ビールの容器での小売を自家で許されている者， これらは商売を営んでも良いとされていた。

だが領邦議会に都市が繰り返し提出した苦情者は， こうして保SEされた都市の権能が，その後も
(9 )

頻繁に長害されていったことを物語る。1555年には選帝侯は委員会を設置し，有名なグリムマ協約 

を蹄結させざるをえなかったのである。 この措置にも拘らず侵害行為は絶えなかった。史料の編者 

シュレ. ヒテが省略してしまっている力'、， この叙述の後には，貴族と都市の間の酸造をめぐる長期聞 

の紛争が長々と記されているという。

さて何故，農村関係者は都市譲造業に対し有効な競争を行ないえたのか？ 「建議」はまず農村で 

は原料が安いことを指摘する。 もう一'̂ ：̂>都市の側にも多くの弊害があった。営利の行過ぎ，時宜を 

えぬ得失計算，酸造における品質の純度や秩序の無視，市参* 会員の眷族など特定家族の党派性， 

ビールに対すろ不法な課税査定，それに卑劣な優遇， これらにより顧客とビール営業の一連の活動 

を奪われてしまった。その結果，品質が悪く腐ったビールが出来上り， これを買うよう強制されて 

いる村仲間はそれを買いたがらず，むしろ他所の村ビ一ルを密かに好んで入れたがる。都市に在住 

する市民でさえ，悪質のビールで自分の健康を損ないたくないから，食卓用の飲みものとして他所 

のビールを入れさせてほしいと許可を懇望せざるをえなくなった。以上はケムニッツとシュヴァル 

ツ:n ンベルクの■ 造組織の弊害として語ることができる。都市のビール酸造業には昔ながらの査定 

(1628年）による租税ショツ クがかけられており， 酸造営業の衰退と共に過重な負担となっていた 

ことも不利であった。 さらに新たに営業税としての四季税が付け加わり，それがビールへの物品税 

の導入で法外な負担となった。 これらの負担のため，都市酸造のビールは農村酸造のビールに価格
ひの ^

の上でも対抗しえなかった。 このため納税が滞り，納税額の軽減を余儀なくされる場合もでてくる。

都市と農村の抗争の近世的一類型

注 （9 ) Schlechte, a. a. O" S. 403, Anm . 493., E ichhof, a. a. O" SS. 27〜31.
(10) H. Huntemann, B ie rp roduktion  und B ie rve rb rauch  in  Deutschland vom  15. bis zum Beginn des 

19, Jahrhunderts, D issertation G ottingen 1970, S. 73, Anm . 36, S S .198〜2 0 3 . ビールへの課税は，製品へ 
のそれと原料へのそれとが双方共にある。ザクセンについていえぱ1605年 以 来 die T ra n k s te u e r飲料锐として1博 
につき濃掲色ビール40グロッシ: ン，淡掲色ピール60グロプシュン力S 製品に課せられていた。それが1702年にはそれ 
ぞれ24, 36グロプシ:n ンに軽減され，1749年漠掲色ビールの方が32グロプシェンに弓I上げられた。 この飲料税と益んで 
1615年に導入され，1641年に引上げられた領邦物品税及び1707年からは一般消費物品税と1641年から1766年まで断続的 
に，それ以来恒常的に乾燥した麦芽の礦割に対する製粉税der M a h lg ro so h e n がある。またピール取引には護送税 
das G e le ite 力*、かかり，ホププやチャ’ン （博の塗料)，薪には，原料課税があった。結局， ビールには飲料税の他に四 
季税，租税ショック，諸物品税などが何重にも課せられていたのである。 Schlechte, a. a. O , SS. 375-377. 全 
体で製品価格の何割になるかは十分正確には握みえな'<、が，フンチマンは，ザクセン；1ヒ部の都市ペルゲルンで18世紀末 

(1799年）に25%としている。彼の典拠であるん Bartscherer, Ausgaben und Binnahm en f i i r  e in halbes 
Belgerner B ie r in  A p r i l  1799, in : Jb. d. G esellschaft f i i r  die Geschichte u. B ib liograph ie  d. Brau- 
wesens 1938, Jg. SS. 228〜232によると，酸造価格8 ターラー23グロ y シa：ン6 ♦ プ 7エニヒの内に2 ターラー3 グ 
ロッシェン8 ププュニヒの税込みで，飲料税と一般物品税力’、その中身であった。 この割合は23.97%である。なお博壳 
の物品我が8 グロプシェンで，さらに小売に際し1 博 1 タ一ラーの物品税がかけられ* 結 局 1お 7 ^ プ7ユニヒで売
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そ も そ も 「建議」が都市問題の筆頭に，酸造営業をあげたのも，領邦財政の立て直しにとり重要

な都市の納税が， ビール酸造業の沈滞により振わないという♦ 情が憂慮されたからである。それは

領邦の国益に反するもので，市参享会が酸造法令を充分に守り，租税関係の役人が慣例の法規を遵

守し，党派や私益に偏らず，厳正な処罰を執行するように勤めている。 と同時に領邦君主もこれま

での領邦法規，調停，公告を更めて確認し，都市酸造営業を守るべきであり，特に1721年に提案さ
(11)

れた委員会を可及的速かに設置し， これを真剣に支援することが望まれるとされた。それにより農 

村における不法なビ一ルの酸造と販売を断固として束縛し，村仲間のビ一ルの都市への導入にしっ 

かりした制約を設けるように心がけられて欲しいという。

ただし，はっきりした規定ではないにせよ，一定の前提の下に特定の場所では，.村ビールの導入 

を許すのが公正である。一^3 には選帝侯の城館や宮廷の所在地,他には大歳市の開かれる場所であ 

る。後者においては多くの他所者が寄り集るので，彼等の嗜好や健康を配慮し，その体質に合うビ 

一ルを選び易くしてやることが望まれる。

以上が1762年 に 「再建委員会」によって起草された都市問題の「建議」 の第一項目の概要である。 

次いで一般物品税，租税貢租，荒廃と空屋，裁判，市参享会員議席の任命，租税公庫や国王の公庫 

全体に必要な調整，農村と都市に在住する手工業者について，都市立の学校の改まのA 項目が長期 

の視野で取り上げられている。 この内， ビール酸造業との関連で特に注目されるのは手工業者の項 

目であろう。

そこでは都市も農業を営んでいるが故に，農業改善のために锻冶屋，車大工，鞍屋などを確保す 

るよう都市参事会に勤めている一方，手工業者が農村に住みつき都市の営業に手痛い損失がみられ 

ると指摘している。そして後者については，都市が領邦議会の際に繰り返し苦情をのべたて，例の 

1482年及び1555年領邦条タその他において， この種の不法行為が本格的に禁止されたのであったと 

し，以下の措置が主張されている。

( a ) 農村にお い て 農 耕 を 営 な ま ぬ す べ て の 手 工 業 者 は ，都 市 に 赴 か せ る 必 要 が 大 い に あ り ，
(12)

(b) 本来マヌファクトク ア に 属 す る す べ て の 手 工 業 者 は ， そ れ 故 都 市 に 属するのであり， いかなる口実の下 

で も 農村にあることは許されず，

(C) 差 し 当 り 特 に そ れ ら の 農 村 においてその手工業をこれまで営んできた者が都市へと強制されるぺきでは

r三田学会雑誌」75卷3 号 （1982年6 月）

るから，全体の说金は小売価格の30.837%に達した。 これでは赤字で人々は酸造から離れ，かつて17世紀初めに40軒も 
あった酸造業者のうちたった5 軒だけが酸造しているというところまで19世紀初めには落ちこんだのであった。そして， 
北ドイッ一般についても，20乃至25%の租税負担が酸造業者にかかっていたといっている。

注 （11) Schlechte, a. a. O., S. 409, Anm . 4 9 6 .農村の酸造を抑え，都市の酸造業を興隆させる目的で組織することが指 
令されたものだが，失敗に終る。

( 1 2 )マヌファクトクアについては，R. Forberger, D ie M a n u fa k tu r in  Sachsen vom Ende des 16. bis zum 
A n fa n g  d e s 19. Jahrhunderts, 1958, SS, 32〜3 7 .作業場内の分業が発達した，工 場 die F a b r ik の先駆として 
のマヌファクトクアが発達したのは，ザクセンでは18世紀のことであり，それも史料の上でマヌファクトクアと当時呼 
ばれたもののすべてが，そのようなものでは必ずしもない。
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なく，
( d ) だから現在村々に定住してきた者でそこにそのまま終身いたいと欲する者は，その限りでこれに対して 

は都市が異議申立の権利を持たず，これを行使しない。

ビール酸造業だけではなく，他の手工業においても，近世初頭以来，都市と農村の間に抗争が統

けられてきたことが， ここに確認されている。そして，その両方の項目において都市手工業の特権

が強調され，その失われた地位の回復，擁護が建議されている。但しそれは純粋の復古ではなく，

読争の自由を妨げる要因に対しては否定しながら，マヌファクトクアによる手工業の近代化と農業

のより自由な振興を目指した，啓蒙專制の自由主義の立場であった。だからビールについても条件

付きの承認を提案し，手工業一般については， もう少し積極的に厘史的な変化に譲歩せざるをえな

い。 ビールの方に厳しいのは，租税収入との関連もあるが， ビール酸造営業の特権が中世以来の都

市市民の周辺農村に対する挑他的特^§の柱の一'̂ ^であったためであろう。そして，それを含め中世

的な都市の特権の梓組に固執しながら調停的に近代化を提案しているところに， フリプチュを頭と

す る 「再建委員会」や そ の 内 外 の 「ザクセン党J の啓蒙自由主義の重い制約があり，容易には脱皮
(13)

しがたい過渡性がある。

さて，都市と農村の抗争関係は中世末から近世にかけて執掛に展開し，その中で経済の近代化が 

実現して行く。 これは我が国の経済史研究において一つの常識となっている。だが，そこで問題と 

して取り上げられてきたのは，繊維工業，金属工業などの基餘産業であった。 ところが1762年の 

[■建議」は， ビール譲造業に関し，特有の抗争が近世初頭以来しぱしぱ起ったと告げている。そこ 

で， ここに焦点を絞ってみよう。

ま ず 「建議」が極めて大ざっぱに示した享実は，第 1 表によって， より明確に認識しうる。それ 

は 1559年から1835年に到る約300年間のザクセン選帝侯国（1806年から王国）の最高裁判所つまり上
(14)

訴審裁判所の記録から抽出したものである。16世紀に向い領邦国家が整備された結果，領邦君主の 

人格と直接結びつかぬ裁判所が組織されたのだが，それはまた，1 5 ,16世紀のザクセンに展開した

都市と農村の抗争の近世的一類型

注 （13) Schlechte, a. a. O., SS. 27〜76. rザクセン党j とは，1772年にフランスの使者で歴史家のDubuat de N a n fa y  
によってp a rt i s a x o n と名付けられたところからくる。. 彼は1762年に始まったザクセン政府の方向転換をFritsch^ 
Lindemann, Gutschmid, W urm b, Ferber, v. E ins iedd , v. V ie t h などの結集する，共和主義的志向の集団の 
影響とみたのである。 このうち初めの四人までが， r再建委員会J のメンバーであった0-再建委員会はこの他に三人の 
メンバーしかなかったから，フリッチュ達が多数を制していたわけである。

(14) A ppe lla tionsgerich t im  S taa tsarch iv  Dresden 1559〜1835 .約13,000の訴訟文言を含む大な手言史料を読 
み通すことはなしえなかったので，K. B laschkeによって整理された！)as O rts re g is te r及 び Das Sachregister 
を使用した。特に前者の整備された項目が役立った。なお，訳語として控訴審とせず上訴審としたのは，民#上の紛争 
を扱う，この上級裁判所は，ライプツィヒの上級宮廷裁判所や教会関係の宗務院，それに都市裁判所，土地領主の家産裁 
判所などの判決に对する控訴と共ら大侯家の成員，文言上の資格をもつ騎士農場所有者，同様の都市参♦ 会員*司教 
座聖堂参卒会員，大学，上級官吏などの特権層にとっては，一審の裁判であったためである。 この裁判所の制度につい 
ては，1C Blaschke, Das kursachsische A ppe lla tionsgerich t 1559-1835 und sein A rc h iv , in: Z e its c h rift 
f i i r  Rechtsgeschichte, Germ, A b t ,  Bd. 84 (1967), SS. 329〜3 5 4 .を参照。
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社会的分業やそれに伴なう流通• 交通関係によって必至となったものでもある。古い中世都市と並

び多くの農村市場，市場町，中小の新與都市がうまれ，従来の都市と農村の関係は流動化せざるを

えない。 また都市の内部にも，諸都市の間にも色々の摩擦が生じ易い。それらの変化は既存の秩序

を守ろうとする者との間に車し繰をうむ。地方的な分立状態の大梓は克服しようがないとはいえ，領

邦国家として近代化への長い過渡期に発生した様々の紛争，抗争を平和的に裁決して行くことが必

要となる。かなり純粋に民享的性格のものが皆無とはいえないが，家産裁判領主制やそれと並行し 
^  (15)

て存続してきた都市の属地的な自律，半自律の司法や行政の秩序に関わるものが多い。それらにお

いて解決しえぬ紛争，抗争が上訴されて持ちこまれたのが，上訴爱裁判所であった。従ってそこに

登場してくるのは，それだけ根強い性格の紛争や抗争が多いといえよう。
(16)

さて，この記録から，今，都市と農村の抗争に関わるものを抽出してみた（第 1図) 。南はュルツ.

ゲ ビ ル ゲ の ボ へ ミ ア に 接 す る 所 か ら ，北 は グ リ ム マ , オ ー シ ャ ッ ツ ，東 は ロ ム マ ッ チュ，フライべル

ク，西はボル ナ ， クリミッチャウ， ツヴィッカウで囲まれた地域の都市を昔の郡の区分で分けて表

示してある。その地域はェルツ. ゲビルゲの大部分と北西ザクセンの南半分以上にまたがっている

カシ近世のザクセンにおいて社会的分業や市場経済の請関係が最も内密的に展開した所である（第
(17)
2 因）。 最古の漂白独占を誇るケムニッツや新興の中心地として漂白独占を許されたロホリッツを 

南北の軸に，その周辺に広がるなだらかな丘陵地帯には，15世紀以来，麻織物業が発達して行く。 

既存の都市のみならず，農村の各地にも亜麻の栽培と並行して糸坊ぎ，機織が行われ，そこから新 

たな都市化の波が生ずる。 ケムニッツの漂白独占に対抗し， もぐりの漂白がフランケンベルク，シ

ュ トルベルク , オ ；t デ ラン , チ ョ バ ウ , グ リ ュ ン ハ イ ン ,ラ イ ス ニ ヒ , デ ュ ぺ ル ン , ハ イ ュ ツ ヘ ン ,

コ ル デ ィ ッツ， グリムマ ， ミプト ヴ ァ イダ，ベ ニ ヒ な どにみられた。それらの多くは13世紀から16 

世紀にかけて市場町や小都市として成立，麻織物業の興隆と共に都市としての実質を備えて行くの 

であった。そして向背地としての農村工業に対して15世紀まではケムニッツ以外は殆ど沈黙を守っ

r三田学会雑誌」75卷 3 号 （I982年6月）

注 （15) Ebd. SS. 330〜335, 344〜345.な お B la s c h k e はこの栽判所が民事的紛争のそれであったという力;， 複雑な等族 
身分制の領邦国家にお、、ては民享的性格の紛争が同時に公的な秩序の抗争でもあったことを忘れてはならない。 この点， 
Eichhof. a. a. O., SS. 226〜261.は警察的視点を強調している。

(.16)第 1 図は，K. Blaschke, Z ur S ta tis t ik  der sachsischen Stadte im  16 Jahrhundert, in : Von M itte l-  
a lte r zu r Neuzeit, F e s tsch rift f,  H. Sproemberg, 1956, S S . 136〜1 3 7 .の付図。 なお Blaschke は Die 
Entstehung des Sはdtew esensという，発生史，制度史，交通史，経済史の諸観点を一枚の地図に表現する作業を 
殆ど完成し試し刷りまでしている。植民史，集落史，f t 地史，人口史の地図と共に，その公刊が待たれる。

(17) Forberger, a. £l O., SS, 72〜205. 第 2 図はその付[SI K a rte  der Standorte der M anu faku ren . なお寺尾誠 
「近世初頭中部ドイツの晨村都市， 市場町について」 三田学会雑誌56卷 8 号と， Terao, Probleme der sachsi

schen Stadtgeschichte vom S p a tm itte la lte r bis zu r Neuzeit, in : Keio Economic Studies, vcL 15, No. 
2,1979. p p .1〜3 1 .を参照。

(18) A- Kunze, D er F riih kap ita lism us in  Chemnitz, 1958; G. Heitz, Landliche Leinenproduktion in  Sa
chsen, 1961;G. A u b in  und A , Kunze, Leinenerzeugrung und Leinenabsatz im  ostlichen M itte ldeu t- 
schland zur Z e it der ZunftkaU fe, 1940.
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ていたのに対し，16世紀に入ると瑕を切ったように，ケムニッツと連名して領邦君主に苦情言を提

出 す る こ と と な っ た 。 例 え ぱ 1534年 に は ケ ム ニ ッ ツ を 筆 頭 に フ ラ ン ケ ン ベ ル ク ， ロ ホ リ ッ ツ ， ガイ

タイ ン ， ミ プ ト ヴ ァ イ ダ ， ハ イ ユ プ ヘ ン ， チ ョ バ ク ， オ ュ デラン力;，79ヶ 所 270人 の 農 村 麻 織 工 に
(19)

ついて苦情* を提出している。
(2の

勿論，古典的な中世都市とその他多くの「半都市」 の間の連帯は，共通の敵である農村工業に对 

する限 り の そ れ で あり，か つ ま た ， そ れ ら 「半都市」 の間にすら容易に亀裂が生じたことはいうま 

でもない。第 1 表にお い て 1595年 に ミ ッ トヴァイダ， コ ル デ ィ ッツ， ラ イ ス ュ ヒ ， ハ ル タ の 四市は， 

昔 か ら の 協 定 に 違 反 し た と し て ケ ム ニ ッ ツ ， フ ラ イ ベ ル ク ， オ ェ デ ラ ン ， ロ ホ リ ッ ツ ， チ ョ バ ウ ， 

フ ラ ン ケ ン ベ ル ク を 告 訴 し た こ と が 判る。なお， こ う し た 連名での訴訟とし て は ロ マ ッ チ ュの例も 

ある力’ そ れ と 共 に 個別都市による周辺農 村 へ の 抗争例もある。 フ ラ イ ベ ル ク ， フ ロ ー ベ ル ク ， グ 

リ ム マ , ぺ ニ ヒ が そ れ で あ る 。

なお麻織物業より古く中世都市の生業であった毛織物業も，ザクセンの経済的興隆と共に盛んと
(21)

なる。16世紀初めには， ライプツィヒやナウムブルクの羊毛市場以外に， より小規模の市場がザク

セ ン の 地 方 都 市 で 開 か れ る よ う に な る 。 1581年 に は ツ ヴ ィ ッ カ ウ ， トールガウ， グリムマ， オーシ

ャ ッ ツ ，ケ ム ニ ッ ツ などの毛織工達が，他所者の商人達による羊毛買付によって被害をまっている

と苦情を述べ立てている。第 1 表においても毛織物に関する訴訟例が散見されるが，麻織物ほどで

は な い 。 ケ ム ニ ッ ツ , チ ョ プ バ ウ , フ ラ イ ベ ル ク , ミ ッ ト ヴ ァ イ ダ の う ち ,農 村 と の 抗 争 は フ ラ イ

ベ ル ク の 例だ け で あり，後 の ニ都市はケ ム ニ ッ ツ と 抗 争 し て い る 。 農村に深く浸透した麻織物業に

対し，伝統的な毛織物業は都市に集中していたらしい。 これは原料の羊毛が遠隔から供給されてい

たこと， また地元での供給者に騎士農場主（都市市民を含む）があったことによるものであろう。

さて16世紀以降，繊維産業において，木棉と麻の混紘織（バルケント）や綿織物，それに麻糸や销
(22)

糸を使った縁飾りやレースの製造が開発された。前二者は第1 表ではみられないが，後者にはアン

都市と農村の抗争の近世的一類型

注 （19) H e itz ,'a . a. 0., SS. 34〜100.
(20) r半都市」 と は die M in d e rs ta d tの訳語である。 これはH. S toobのニ論文Kartograph iche  M d g lic h k e b  

en zur D ars te llung  der 5 tadtentstehung in  M itte leuropa, 1956; M inderstadte-Form en der Stadtent- 
stehung im  S pa tm itte la lte r, 1960によって西独学会に提示され* C. H a a s e などにより受容され，学会に定着し 
たものである。この論文はいずれも，Stoob, Forschungen zum StSdtewesen in  Europsi, B d .1,1970に収録。 
それは領邦の分製と中世都市の過多現象の相乗効果の下で，中世都市と裹村市場町の中間に，多様な形で成立する都市 
的定住を一つの枠でつかむという作業仮説である0 但し，その多様性のため，提示者自身においても，その内客理解が 
一定していない。第一論文では，中間的性格が，第二論文では準都市的性格が強調されている。都市と嚴村の等族身分 
制的関係を維持しつつ，新しい市場経済の展開に対応する領邦諸侯や貴族の政策と関わり合う以上*その多様性は止む 
をえぬ* 実のそれであるから，一義的に規定する試みこそ愚かであることは云うまでもない。従って著者は最初から，
あいまいなr半都市J の訳語を採用したのであった。 これについては，Terao, Probleme ...... , SS- 22〜3 1 .を参照《

(2 り Forberger, a. a. O., S S .153〜161; Blaschke, W ollerzeugung und W ollhandel im  ostlichen M itte l-  
deutschland bis 1700, in: La lana come m ate ria  p rim a, pp. 67〜74,

(2 2 ) バルケント級は，Forberger, a. a. O" S. 37, 95,172, 312, 綿厳物は ebd" S S .116〜177, 286〜293« を参照o

---- 117 ( 3 4 5 ) --------



ナベルクを中心の抗争がみられた。アンナベルクは1493年に建設された鉱山都市であったが，銀採

掘の休止によって衰滅の危機に瀬しすこ後’ 縁飾りやレースを編む生業が16世紀中に本格的となり，
(23)

息を吹き返した。鉱山や製辣所を経営する女流企業家は900人の編エを雇用していたという。それ 

は婦女子の家内労働であったが，鉱山業衰退後のュルツ• ゲビルゲの新しい特産物産業として栄え 

ることとなる。すでに1609年には選帝侯の特別委員を介してこの産業の独占権を手に入れている。 

近辺の鉱山町プッフホルツが1589年以来南独人の影響で人気を博し始めたr プツフホルツ製」 の縁 

飾りは10グルデンの罰金で禁じられ，横糸通しだけが許された。但し， ブッフホルツがその協約に 

しばしば違反したことは，第 1 表から明らかである。 アンナベルクとプッフホルツは1 7 ,18世紀前 

半にかけて抗争している。それどころか1727年にはプッフホルツ以外の地域一帯の小都市もアンナ 

ベルクとの抗争関係に入っている。なお， この間に領邦君主は1609年の協約を固く守るよう厳命を 

繰り返した。

さ て ザ ク セ ン の 南 部 に は エ ル ツ • ゲ ビ ル ゲ の 山 岳 地 帯 が 横 に 伸 び て い る 。 こ の エ ル ツ • ゲ ビ ル ゲ
(24)

の中央部から西部にかけて鉱山業，金属加工業が1 5 ,16世紀に急速に発達した。すでに12世紀以来

フライベルク市周辺では銀山が営業化していたが，1446年にはシュ ネーベルクで銀が発見され, 1496

年 に は ア ン ナ ペ ル ク , 16世 紀 に 入 る と プ ラ ン ト , ホ ー エ ン シ ュ タ イ ン , マ リ 一 エ ン ベ ル ク ,シ ャ イ べ

ン ベ ル ク , オ ー バ ー • ヴ ィ ー ゼ ン タ ー ル ,ガ イ ア 一 , レ ン ゲ フ ュ ル ト ， ト ク ム と 大 中 小 の 鉱 山 都 市 ,

鉱山町が地上に忽然と姿を現わして行った。その他，東部寄りのアルテンベルク，ューレンスフ！；

一デルスドルフでは15世紀以来錫山が開発され，その後西方でも若干の発達をとげたものの， この
(25)

方は短命であった。尤も銀採掘の方も決して長命であったわけではな い 。 これに対しシュヴァルツ 

ュンベ ル ク か ら ツヴ ィ ッ カウにかけて鉄の採掘も同じ時期に盛んとなり，しかも， これは19世紀ま 

でその生命力を持続しえたのであった。16世紀の銀山が領邦国家や南ドイツの大商業資本の介入に 

より泡沫的な繁栄を遂げたのに対し，鉄山は近世全体を通じて安定した歩みを続けた。後者はまた 

種々の製鉄所を始め，プリキ板，釘，針金，鎌，手斧，錫;，シャベル，スプーンなどの広範な製品 

を造る銀造所を群生せしめた（第 3 図) 。それらは水力を利用した作業所であったから，峡谷の谷間

r三田学会雑誌j 75巻 3 号 （I982年6月）

注 （23) M. Grohmann, F es tsch rift zu r 400 jah rigen  Jube lfe ier der S ta td t Annaberg 1496〜1896, 1896, 
SS. 24〜26.

(24) S. Sieber, Studien zu r Industriegesch ichte  des Erzgebirges, M itte ldeutsche Forschungen, 1967, 
これは主に19世紀のェルツ• ゲビルゲの輯合的な産業史の概観であり，鉱工業のみならず， この地域の内密度のこい分 
業の絡み合いを認識させてくれる。 同様の叙述は，J. M u lle r, D ie In d us tr ia lis ie ru ng  der deutschen M itte l-  
gebirge, 1938, SS. 31〜55.

(25) K . Blaschke, Sachsen im  Z e ita lte r der Reform ation, 1970, S S .さ8〜43. Blaschke 力:15,16世紀の鉱山業 
の意義を高く 評価しているのに対し， D. ZUhlke, H istorische-geographische Untersuchungen zu r S tadt. 
geschichte der sachsichen Bezirke, in: Wiss. Abhandlgn. d. geograph, Gesellschaft in  D, D. R., SS. 
92〜94- や S. Sieber, "Vom  eisernen E rzgeb irge " in  : Forschung und F ortsch ritte , 38. J g ,196も SS. 
265〜270.は鉱山業の過大評価を警戒している。

(26) Forberger, a. a, O" S. 77, 87, S S " 178〜203 及び付表。J. M u lle r, a. a. O" S. 37〜55; S. Sieber, a. a. O；
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の あ ち こ ち に 工 業 立 地 を 分 散 さ せ て い た 。 特 に シ ュ ヴ ァ ル ツ ュ ン ペ ル ク の 一 帯 に 南 は ヨ ー ハ ン ゲ オ

ル ゲ ン . シ ユ タ ッ ト , 北 は エ ル タ ー ラ イ シ , ア ウ エ , 群 は ア イ ペ ン シ ュ ト ッ ク に 密 集 し て い た 。

さ て ， フ ラ イ ベ ル ク の よ う に 12世 紀 以 来 の 中 世 都 市 は 勿 論 , シ ュ ネ ー ベ ル ク ， ア ン ナ ベ ル ク ， マ

リーユンベルクなどの鉱山都市が最初から都市の特権を賦与されていたのに対し鉄の製鋳,锻造に

従* する集落は工業立地が分散していて必ずしも最初から都市化するとは限らない。例えば，1282

年 に 都 市 の 特 権 を え た シ ュ ヴ ァ ル ツ ュ ン ベ ル ク の 周 辺 に は 第 3 図 に み る よ う に 相 当 数 の 锻造所 が 建

設されていたが，それらは都市化していない。 また北西に若千距離をおいたアウエはU 世紀に，チ

g ラ ウは18世 紀 に 市 場 町 と な っ て い る 。 ま た 西 方 の ア イ ペ ン シ ュ ト ッ ク も 16世 紀 ， シ エ ン ハ イ デ は
(27)

19世紀に，それぞれ市場町となった。それらは，その限られた特権の与えられる以前に既に金属エ 

業の中心地だったのである。

第 1 表 の 左側をみる限り， この地帯での社会的分業は微少な投影しか み せ て い な い 。 フライペル 

ク に お い て19世紀初頭に鉱業法につ い て ,マ リ 一 エンペ ル ク と ヴ ォ ル ケ ン シ ュ タ イ ン の 間に18世紀 

初 め に 鉱業玲分に つ い て の 抗争がみられた他 ，例のシ ュ ヴ ァ ル ツ ュ ン ベ ル ク が ，南 方 の プライチン 

プルンの銀造所集落との間にバンや肉の製造をめぐり抗争している。特に後者は後でみるようにビ 

一 ル に つ い て も 抗 争 が みられた。

さて，北部に眼を転ずると，ボルナ， グリムマ，オーシャッツ， ロマッチュの各郡では，麻織物 

業と重なり合いつつ北方に向い，農業，牧畜業の比重が高くなる。主穀は勿論，バター，チーズ， 

卵，果物，それに肉や家畜などの多様な商品が生産され，行商の形でも取引きされていすfo ) それら 

は鉱工業のような局地的で内密的な専門化を伴わぬから，都市と農村の抗♦はより古典的なものと 

なる。

手 工 業 （麻鐵業を含む）についての抗争が散見される以外は，革ズボン，靴，皮はぎ，懐冗，肉，

r三田学会雑誌」75卷 3 号ひ982年6月）

SS. 3〜7, 74〜85, 87〜9 3 .なおS. Sieber (Herausgeber), Um  Aue, Schwarzenberg und Johanngeorgen- 
stadt, W erte  Unserer Heim at, 1974. Bd. 20は新しい郷土史研究の双言の一冊である力；， この地域の細部にわた 

り，経済史上，社会史上の変化を奴述している。

注 （27) Ebd" S S ,17〜34(Aue), 90〜168(Schw arzenberg).なおそれぞれの集落史については Blaschke, H istorisch- 
es Ortsverzeichnis von Sachsen. 3. T e il, SS. 93〜101. 及び W . Schlesinger (Herausgeber) Handbuch 
der historischen S tatten Deutschlands, 8 Bd. Sachsen, S S .10〜12 (A ue), 85〜86 (E ibenstock) 328〜 
329 (S ch w a rze n b e rg )を参照。

(28) H- Helb ig, Quellen zu r a lteren W irtschaftsgesch ich te  M itte ldeu tsch land , 1952, Bd. 2, SS. 30〜33,
Le ipz iger Hoken-ordnung 1505. A , Kunze, D er F riih ka p ita lism us ...... , S, 5 4 ,によれば，ケムュプツはェ

ル ツ • ゲビルゲ山地帯の労働者向けの穀物，家畜， 魚などの供給基地であった。 なお， Blaschke, Bevdlkerungs- 
geschichte bis zu r Indus tr ie llen  R evolution, 1967, SS. 7 9 ^8 7 .によると， 北部農業地帯は中世後期の農業不 
況と近世初頭以後の南部における鉱工業の発達により，住民が減少し，荒廃が目立った。また， これを利用してそれら 
の！! 村を利用した騎士裹場が多くなるという。 Blaschke* Das Bauernlegen in  Sachsen, in : V ie rte lja h rs - 
s c h rift  fu r  S oz ia l-u . W irtschafts-geschichte , Bd. 42,1955 SS- 97〜116> またェルツ、ゲビルゲの穀物需要 
はザクセンだけで充しえず，南のボヘミアから輪入することもあった。
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都市と'農村の抗争の近世的一類型
(29)

バンなどをめぐる抗争が樓かながら生じている。 このうちバンをめぐる抗争はビール，肉と共に， 

古典的な都市営業特権に発するものであった。その他，市場強制，市場賃租，交通強制やその賃租， 

それに水車やその用水をめぐる抗争も若千みられる。

以上，様々の産業分野における都市と農村の抗争を観察してきたが，第 1 表の左側，つまりピー 

ルの酸造及び販売に関する同様の抗争はどのような特徴を見出しうるであろうか？

まず指摘されるのは，一つの産業部門として抗争の起る頻度が高いことである。 このまでは同一 

か所の間の抗争がある期間に集中して繰り返されている場合には，一件として扱っている。その中 

には20年 以 上 （最高は31年）の件数が7 件，11年以上19年までが12件もある。だから訴訟件数は表 

示の数より遥かに上廻っている。 プラシュケは上訴審訴訟享件のうち都市と農村の抗争の中でビ一 

ル抗争は群を抜き約1,000件の訴訟が選帝国全体で行われたという。 この表でも239件もある。 ま 

た，訴訟が双方から繰り返しなされる件数が多いことは， ビール抗争の根が深いことを物語ってい 

る。 これらの点から，1762年のフリッチュ達の現実認識が決して誇張ではなかったことが判る。

ところで， ビール抗争といっても単純に都市と農村の間のものだけではない。239件 の 内 106件 

(44.35% )が都市と農村の間のものであるのに対し，69件 （28.S7% ) は都市と貴族の間の抗争であ 

る。それに準ずるものに都市と官吏の抗争が14件 （5.86% ) ある。 さらに10件 （4.18%)は都市と锻 

造所の間で，40件 （16.74% )は都市と都市の間か，同一都市内の抗争であった。

今これらの訴訟類型のうち特徴的と思われるものを列挙すると，

① 村 を 相 手 と す る も の
(イ)1 6 6 4 ^ ,1670年，1745年 の 3 回にわたり， ツヴィッカクの市参事会は， ラインスドルフ村の共同体を， ピ

一ル強制の件で告新した。1749年には逆に村の側がツヴィッカウ市参事会を，同じ問題で告訴している。
(30)

なお， この村は森林フーへ村であったが領主の居館が15世紀には確認される。

(ロ)1723年，1724年に， フライベルク市参事会は， リヒテンベルク村の永代栽利官であるゴットフリート•ぺ

ーメを，牧草賈租とビール酒場の不法建設のために告訳した。なお1728年に，ペ ー メの相続者はフライべ

ルクの酸造市民仲間をビ一ル博売の件につき告訴している。なおこの村は森林フ一へ村ではあるが，15世

紀半ぱに騎士の館があった。また1806年にフライベルクの酶造仲間は， この村の永代裁判官職の所有者べ
(31)

ッカルトを不法なビール販売のために告訴した。

② * 族を相手とするもの
(イ)1659年にオ3：デランの市参享会は，ペル二ッヘン村（森林フーへ村）の騎士農場に在住のフォン•シュンぺ 

ルク家をビール酸造及び酒販売のかどで告訴した。なお同村のフォン• シュンペルク家は1731年，1782^, 
1735年に，オ 》デランの市参事会及び酸造仲間を， メンメンドルフ村（森林フーへ村）にある居酒屋でのピ

注 r29) H. Duncker, Das m itte la lle r lich e  D orfgew erbe nach den W eistum suberlie ferungen, 1903, SS. 80
〜116,

(30) A ppella tionsgerich t. N r. 7988 (1664年) ' N r. 7676 (1670年:)，N r. 6856 (1745年) ，N n  5505 (1749年），Bla- 
schke, O rtsverzeichnis ...... , 3 T e il, S. 111.

(31) A ppe lla tionsgerich t, ,N r. 5624(1723年) ，N r. 5625(1724年) ，N r. 9183 (1728年) ，N r, 10065, 10069 (1806年)， 
Blascke, a. a. O., S. 41.
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「三田学会雑誌」75巻 3 号 （19S2年6 月）
(32)

一ル販売に関し告訳している。

(ロ)1662年から1672年にかけて，オーシヤッツの市参事:会及び市民仲間は，ボルナと力ニッツ村に在住のフォ 

ン . シュタールシェーデル家の兄弟2 人及びコルメン村のクラウスハールを， ビール抗争のため告訴した。 

コルメン村は方形及び線形の農地をもつ広場村であり，1696年にはそれ以前に存在した領主の分農場から 

騎士農場ができた。

③銀造所またはその集落を相手とするもの

(イ)1675年にプフアイル銀造所の所長は， シュヴァルツェンベルクの市参事会及び市民仲間を， ビール酸造及

び小売に関し告訴した。なお1692年から1707年にかけて同市の市参享会及び酷造市民仲間は，銀造所の所

有主であるハインリヒ• フ ォン . エルターラインを, プフアイル锻造所（クライン. ペーラの） における酸

造場と酒場の建設に関し告訴し，抗争している。 な お ク ラ イ ン .ペ ー ラ は 1525年 に プフアイル锻造所が建

設されて以来，出現した作業所集落であり，仕事場，住宅，納屋があった。ハインリヒはュルツ•ゲビル
(34)

ゲー帯に多くの毅造所を持つ鉄加工の享門家であるフォン. ュルターヲイン家の一員である。

(ロ)1723年か ら1735年 に か け て , ヨ ー ハ ン ゲ オ ル ゲ ン . シ ュ タ ッ ト の 市 参 事 会 は ュ ー ゲ ル （鉄鉱山やガラス精

辣所の集落で16世紀以来発生した）の永代裁利官であるマチウス. ブルクハルトを， ビール販売，製粉エ

程及び兵士の民宿に関し告訴している。なお1728年から1729年には，同一人物に対し，同市の肉屋の仕事

仲間は屠殺や肉の販売について告訴した。また1691年にはガラス精鋳所の所有者ューゲル在住のクリスチ
_  (35)

ヤ ン • ヴィy ティヒ力; ，同市の市参事会を相手どり， ビール販売につき告訴している。

④ 他都市を相手とするもの
(イ)1718年から1720年に，シュネーペルクの市参事会及び市民仲間は， プライチンホーフ锻造所及び硫酸製造

所の所有者クリスティアン. シ ュ ラ イ バ ー （後にクリスティアン. フリ一トリヒ. コイト） とシュヴァルツエ
ンペルク市参享会の間に生じたビール搏蔵入れに関する抗争に介入すべく，シュヴァルツェンペルク市参

事会及び酸造市民仲間を告訴している。なおこの場所のプライテンプルンの集落共同体とシュヴァルツェ

ンベルクの肉屋仕事仲間と市参享会及び白バン焼き仲間の間には屠殺（169S年) ，バ ン 焼 き （1707年）に関す 
(36)

る抗争が起っていた。

(ロ)1701年から1703年にかけて， ロマッチュ の市参事会は，マイセン市と同市の間にある村々におけるビール
(37)

販売に関し，マイセン市参事会を告訴した。

⑤他都市または自都市の市民を相手とするもの

(イ)1829^にポルナ市の酸造仲間は， ビール強制に関し， ロープシュテット村のヴァータナーを告訴した。な

おこの村は，一部働返しで出来る方形の耕地と地条からなる街路集塊村で，大規模の騎士農場が15世紀に

成立していた。そして1764年には小都市，1791年には市場町とされた。なお1734年には，そこの靴屋の親

方 2 人がボルナの靴屋の仕事仲間を，いわゆる撞乱行為につき告訴しているし，1739年には逆にボルナの
(38)

方が同じ親方の1 人を，その手工業の禁止に関し告訴していた。

注 （32) Appe lla tionsgerich t, N n  9327 (1659 年)，N r. 8791 (1731年)，N r. 8792 (1732 年)，N r. 6101 (1735 年)， 
Blaschke, a. a. O., S. 29.

(33) A ppella tionsgerich t, N r ' 207 (1666〜72年) . Blaschke, a. a. O., 2 T e il, S. 54.
(34) A ppella tionsgerich t, N r. 8959 (1675年）N r. 1228 (1692〜1707年) . Sieber, Urn Aue ……，S. 80, S S .141 

〜142.
(35) A ppe lla tionsgerich t, N r. 1660 (1723〜1735年），N r. 1511 (1728〜29年）, Nr. 7424 (1691年）, Sieber, a. a. 

O" S S .196〜 197.
(36) Appe lla tionsgerich t, N r. 1482 (1718〜20年），N r. 7442 (1698年) ，N r. 8399 (1707年).
(37) Ebd., N r. 2354 (1701〜03年)，N r. 2355 (1703年 ).
(38) Ebd., N r. 12639 (1829年），N r. 7267 (1734年），N r. 7593 (1739年) - Blaschke, a. a. O., 2 T e il, S . 11.
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(ロ)1696年にチョパク在住のマーク• クリスティアン. クーレンの子供達は，デSペルンの市参'享会及び街区

長を， ビールの販売に関し告訴した。なお1705年にはデュべルン市参事会が譲造市民仲間は，マークとそ

の最初の結婚でできた5 人の子供をチャイツ村での譲造特権をめぐる抗争のため告訴している。 この村は
(39)

小屋住農が比較的多く，方形耕地と丘陵斜面状の地条の農地のある小村であった。

⑥以上の事例に厳密に当てはまらぬもの

(イ)1658年と1661年にケムニッッ市参事会はリヒテンヴァルデ村在住の管区税務官を， ニー ダ ー .ヴ ィ ー ザ 村

でのケムュッ ツのビール強制の件につき告訴した。なおリヒテンヴァルデは14世紀来貴族の館と直管地の
(40)

ある村で，ニーダー . ヴィーザ村は領主の分農場のある森林フーへ村であった。

(ロ)1786年と1792年にベニヒの壁外市アルト.ベニヒのプラウア一は，市参事会を不当な葡萄酒販売につき告 
(41)

訴した。

以上にみられる通り， ビール酸造及び販売に関する抗争は複雑であった。都市市民に賦与された 

酸造営業特権に対し，都市と農村の社会的分業の進展を背景に，農村の住民とりわけビール酸造• 

販売の限られた後利を持つ永代居酒屋が大規模の酸造営業に乗りだしたり，都市により強制されろ 

ビールを無視して他所のビールを導入し，博 売 （卸売）を始める。 あるいはそのために新たに居酒 

屋が設けられる。それが都市の禁制圏の内部にまで及んでくる。都市市民の特権への侵害が一つの 

極限にまで達したのは③の(イ)(ロ)や④の(イ)に見られるュルツ• ゲビルゲの锻造所の享例である。作業 

場の内部に一定数の賃金労働者が雇用され配置されるほど，分業が営利経済的に進む。 この時，都 

市の特権に保護されたビールは，品質及び価格の点で鐵造所の経営企業家にとり割りに合わぬ。 ブ 

リ ッ チ ュ の 「建議」 の中に, ケ ム ユ ッ ツ 及びシ ュ ヴァルツ ュ ン ベ ル ク の ビ ー ル に つ き , そうした弊 

害が指摘されている。経営企業家は自家譲造によってこれに対抗したし，さらには居酒屋新設によ 

り自己の労働者のみならず，隣人達にも新鮮なビ ー ル を安く売り出して行く。未成熟ながらも労働 

力の商品化によって始まった経営企業の実質的な計算合理性は，中世都市の自己に一方的に有利な 

形式的計算合理性の独占的歪曲に对し，最も頑強で，有効な戦力であった。例えば1682年の特別委 

員の報告によると，シ ュ ネ ー ベルク市は，シ ュ ヴ ァ ル ツ ：t ンペル ク管区の锻造所長達に対し， ライ 

プツィヒの上級宮廷裁判所に訴訟を起していたが， これを調停により取り下げ， 自家酸造を彼らに 

認め，但し，近 の 村 々 へ の 博 売 ，小売は許さないという妥協をシ ュ ネ ー ベルク市は余儀なくされ 

たのである。局地的市場経済は， こうした锻造所の酸造営業において，当時の状況では相対的に内 

密的で開放的な基底に達したといえよう。

さて，都市と農村， とりわけ都市と锻造所の間のこうした前向きのビール抗争に对し，異質の要

都市と農村の抗争の近世的一類型

注 （39) Appe lla tionsgerich t, N r. 6955 (1696年) ，N r. 1364 (1705年)，Blaschke, a. a. O., 2 T e il, S. 49.
(40) Appe lla tionsgerich t, N r. 9299 (1661年) ，N r. 9300 (1658 年) ，N r. 9301 (1661年:)，Blaschke, a. a. O" 3 

T e il, S. 33 (L ich tenw a lde ), S, 35 (N ieder-W iesa).
(41) Appe lla tionsgerich t, N r. 11049 (1786年) ，N r. 11205 (1792年).
(42) E ichhof, Geschichte...... , SS. 87〜88, Beylage IX , E x tra c t des Commissarischen Berichts v. 5.

A p r i l  1682,諸 田 実 r ドイツ初期資本主義研究j 135〜156頁は， 「監§ • 親方層の兼営する居酒屋」の経営の前近代 
性を一面的に強調している0
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素が入り込むことによって, ま:態が複雑となる。 元来， 農村から分離して都市が成立し， 封建君

主の特権によって， 都市と農村の経済活動の分担が固定化された時から， 都市市民の酸造営業権

(Braunahrungsrecht)が土地の所有と結びついた地域的な生業独占を法的に正当化したのである。

だ か ら 「そこにおいて人は，我等の都市や小都市に慣習的なように，酸造しパンを焼き，また葡萄

酒， ビール，蜂密酒を小東りすることでもって， 売り買いをしてよいし， でき( i j o とくにビール

の酸造権は，土地を持つ市民なら誰でも行使しえた。そして当時の酸造技術が比較的単純であり，

資本もさほどかからなかったから，市民の生業として多数の人々が酸造に従享していた。それだけ

が収入源であったわけではなく，爱業収入であったが，多数の市民の生業を保証するものとして決 
(44)

定的に重要であった。そのために一定の距離の内部においては都市市民の利益を保護するぺく酶造 

営業の禁制を設けることとなった。 r第一にその都市周辺1 マイル近くには，古くから自ら酸造し 

たり，麦芽を造ったりする飲食店や居酒屋でも，40年，50年前になかった場合には，今後一切あっ
(45)

てはならず， ビールを販売してはならぬJ。 これに対し禁制圏の外では， 原則として一定の制約の 

下に居酒屋が許容されていたが，それは1379年の領邦法規にあるように，一つの慣習権の法的承認
(46)

であった。

r三田学会雑誌J 75巻 3 号 （I982年6月）

注 〔43) Ebd" S . 145, Anm . 5. das Dresdener P r iv ile g  vom  Jahr 1403.
(44) H untem ann, a. a. O" 5, 8 0 .す で に 15世 紀 に おいて，アイペプクは7 0 0 ,ツェルプ ス トW 0 ハムプルク5 2 0 ,ゲプ 

ティンゲン3 8 0 ,プレ ー メン3 0 0 ,エルフルト2 5 0 ,ヴ ィスマ ー ル ， ライプツィヒ 200等と多数の顔 造 業 者 が、た （Ebd. 
S. 96)。 グリムマで も 170 (1505年)，276 (1600年），303 (1618年）の数字だったし，ザクセン北部のトールガウで 

は，285 (1600年 )， ペルゲルンでは 40 (1600年）であった（B artscherer, Zwei B eitrage zu r G eschichte d. 
B rauw esens. in  M itte ldeutschland, in: Jb. d. G. f. G. u. B. d. Brauw esens, 1936 Jg. S. 47)。 アインぺ》 

クの場合，14世紀以来，遠隔地向けの酸造をしていたし また，北部沿海都市の場合のように同様の目的で大規模の酸 
造経営をもつのもいたから，酸造者の数は一様ではなかった。 ピール藤造には原料の大麦の麦芽，ホップ以外に，乾燥 
水車での碩割，煮沸，酸造の工程に必要な燃料( 薪) や容器，道具，施設，それに全工程についての労賞そして製品のピ 
一ルを容れる博やその塗料が必要だが，技術水準の低い当時においては，小規模に営業可能であり，市民の家々で譲造 
されていた。あ る程度分業力’、発達してきても1人の顔造親方に1人乃至2 人の補助労働者で済んだ。彼等はまた必ずし 
も専業ではない。 ペルゲンの例では， 夏の間は大工や左官屋で， 冬の間酸造屋となっている（Bantscherer, Von. 
der a l t e r …S. 145)。 このため都市では酸造期間が冬の間に限定されていて，これ力；農村との抗争を招いた（Ebd. 
S . 129)。 また乾燥や博 造りは專門家に委ねろこともあった。 i；；これらについてはBartscherer, Von der a lten  
Torgauer und Belgerner Brauerm eister und ih ren  H iilfersleuten, in : Jb. d. G. f. G. u. B. d. B rau
wesens, 1937 Jg. S S .112〜167; M. H ochstetter, Aus dem B etrieb  e iner kleinen Landbrauere i um das 
Jahr 1875, in  Jb. d. G. f. Gu. B. d. B rauw esens, 1935 Jg. S S .113〜123 を参照。）資本のかかる酸造用の鍋も 
賈借りしえたし，ペルゲルンのように市の鍋を製作させたところもある（Bartscherer, Zwei B eitrage……， SS. 
48〜59) 。 1450〜1620年のハムブルクの数字では，大麦とホップが6 0 % ,薪と賃金で20% , 後の20% が租税であった 
(Huntem ann, a. a, O., S. 8 5 ,151) 。なお他の地方についてではあるが，都市ビール酸 造 業 史 （ニーダー . ザクセン 
のユルツェン 市）の詳しいモノグラフとして，Hans von der Ohe, Brauer, Bier und B urger, 1972.力:ある-

(45) E ichhof, a. a. O., S S .10〜18. Das M itw eydaischen P riv ile g iu m  d. a. 1401 (Ebd. S. 17f. A n m .12, S. 
154, Anm. 31)1379年の領邦法規では，禁制圏内での酸造は禁じられたのであるが， ミットヴァイダの上の例のように 
慣習的な権利として容認されている場合もあった。これは1654年のデ：ベルンの特別委員の栽決でも酸造しない村々は 
都市のビールだけを，モックリッツ村以下5 ヶ村は年三回，グライフェンドルフ村は五回の酸造だけが許され，それ以 
上は都市のビールを買うように指示されていた（Eichhof, a. a. O., SS. 71〜75) 。だが都市側はビール抗争の激化と 
共に，禁制圏内は勿論，禁制圏の外部に対しても内への持ちこみを防衛するためにビール禁制圏（die B ie rm eile ) の 
距雜測定の問題を領邦議会に持ちだし領邦侯裁定までこぎつけている。設置してあったはずの境界石標が不明になっ 
たためでもあったが，その裁定は騎士層の激しい批判を浴びた。Eichhof, a. a. O., SS. 71-75.

(46) EbA, S . 18.
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都市と農村の抗争の近世的一類型

さて，こうした禁制が領邦君主及び各個都市の公権力によって次第に厳しく拖行されて行ったに

も拘らず，農村の側が，これに違反し，密 造 （密売）u n tersch le ifenもしくはもぐり酒売りwin-

k elsch en k enに敢えて出ていけたのは何故か。特にそれが上訴審裁判にまでかけられたとなれぱ，

それなりの法的根拠を示しうる余地があったといえよう。ザクセンにおけるビール抗争の法制史的

研究を同時代的に公刊したアイヒホーフによると， それは慣習的な食卓用飲料の権利Tischtrun-

ksrechtであるという。都市と農村が法制的に区別される以前においては，この権利は共同伴の自由

成員であれば誰にでも無制限に認められていた。それは事実の上で制限する必要がなかったからで,

都市の確立と共に，酸造営業権が法制化されて初めて制約されることとなる。封建国家の重商的営
(47)

利の観点に立ってこそ，都市市民にのみ酸造及び卸売が生業として認められたのであった。これに

対し農村住民は専ら農業に従享するものとされ，一定の営業貢租を納める市民が酪造するピールを

自己の農産物と交換で購入して飲むことで満足し，自らは酸造から遠ざかった。その結果，主に禁

制圏外の居酒屋での一定限度の酸造や販売は貢租負担と引換に法制的に認められたが，勝手に酸造

したり，大量に博売することはなしえなかったのである。但し収獲時にのみ，過去よりの習俗があ

れぱ一定量の酸造をなしうるが，結婚，幼児洗礼など他の祭儀においては都市のビールを購入する 
(48)

よう強制されていた。
(49)

これに対しr食卓用飲料酸造権J が大幅に公認されたのは，貴族である。封建国家の上部構造の 

担手である彼等が，自家用の目的で酸造する分には，その権利を自由に行使しえた。それは村の居 

酒屋のように租税負担をかけられず，免税のために承認IEが必要とされただけであった。都市に在 

住の貴族には，農村からの持込みさえ許されていた。それは都市市民の営業と競合しないという建 

前で認められた，自生的• 慣習的な自由であり，もし都市の法制上の特権と衝突するような行為に 

出るとすれば，いわゆる占有訴権の対象とはなりえないものであった。

注 （47) Ebd., S S .138〜169.
(48) Ebd" S , 185.
(49) Ebd., SS. 138-261.アイヒホーフは，それは本来r 自生的，慣習的な権利j でしかなく，後世に人為的，法制的に 

設けられた都市のr@處営業権J 力i決定的に優位に立つと考えている。だから裹村在住者特に騎士がその自生的権利を
糖に密造，密売を行なうことは， 利の涯用であり，後者の権利の不当な侵害だと考えた。特に彼の法学者精神にとり 
我慢ならなかったのは，騎士達が都市から訳えられ，訴訟になった場合，訴訟の決着の付くまで事実上の占有状態が保 
護される possessorium o rd ina rium  又は possessorium sum m arium  (本来は summ arismum ) の権利を主張 
し，認められたととである。 これは16世紀以降のローマ法導入と関係し本来，物に対する事実支配が侵された場合， 
その現実的支配の事実そのものを理由に侵害の抹除を請求する権利であった。ord ina rium は本権の訴p e titu m と並び， 
sum m arium はそれらの準備的段階の：f t 利である。 これがドイツに17世紀に導入されるとord. の方は占有の期間や正 
当性，つまり占有詳が本権的内容となり. s u m .の方は，現在や最近の占有*実そのものに関することとなる。特に 
後 者 は possessorに限らず，全ての享実上の支配者が当享者たりえ，所有権と対立する占有訴18制へと発展して行く。 
この点に関しては，川 鳥 武 宜 r0f有権法の理論J 136〜169頁を参照。アイヒホーフは原則的に都市と同じ立場で， この 
権利涯用を排したが. 同 時 に r誰がJ, r何時j , 「如何に」の三点で騎士側に制約を加えることを主張した。(E ichhof, 
a. a. O., S S .123〜128, SS. 240〜250 .)また領邦議会でも都市から訴えられた場合の，反lE i t出の期間をめぐる問題 
としても議論された。特に1555年の2 か月以内のHEgyi示の規定をめぐる攻防については，第 2 表を参照。
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ところが，すでに見たような変化が，都市と農村の間に生じ，農村での営利活動が都市側の禁制 

にも拘らず前進して行った。農業に従享しない住民が壇大するにつれ，商品としてのビールが農村 

でも需要された。当時の条件ではまだ不完全でしかなかった労働力の商品化ではあったが，農村は 

都市の一方的な強制と禁制を甘受してはいられなかった。 これは特に農業との爱業が難しい鉱山業， 

金属工業の地域において現実となった。 こうした新しい市場機会を目前にみて，貴族，特に発達し 

つつある貨幣経済に直面し，現金収入を欲していた騎士達が，農民と共に， 自ら酸造，卸売に乗り 

だしたのは当然であろう。彼等は自家用飲料の口実を充分に使うことができたし， 自らの農場で原 

料の大麦を安く生産もしえた。それに免税であったから彼等はこの産業部門に殺到して行った。

都市と農村の確執は，ここに都市と貴族とくに騎士の対立を伴い，増個することとなった。 さら 

に複雑さが，領邦国家の官僚，官吏の抬頭と一部都市市民の，官 僚 化 • 貴族化によって，広がるの 

であった。前者については⑥の(イ)に一例をあげている。全体では管区税務官が三件，管区職員三件， 

物品税顧問官ニ件，上級宮廷裁判所出納官，'都市代官， 御料地執事， 租税検査官， 森林監督官， 

それに牧師，各々一件であった。アイヒホーフによれば，各種の顧問官や税務その他の行政載から
(5の

ま端の載員に到るまで広範囲の人々が何らかの特権にありついていた。だが，基本的には貴族のよ

うに酸造の自由まで含む場合は少ない。郡長は年に一度だけ譲造の自由を許されているのに対し，

歉待用の名目で牧師は自家需要以上の酸造ができた。だがそれ以外は食卓用飲料として他所のピー

ルを持ちこむことができる程度であった。だが，制約された， この権利もまた営利目的に使われた

のである。後者，つまり市民の官僚化• 貴族化は，領邦国家の体制整備と，近世期の社会経済構造

の停滞というドイツ近代化の矛盾の産物だといえよう。分立国家の制約の下で近代化の展望につな

がるのは，官僚制の整備であったから，領邦君主を始めとする人格的主従関係から独立の機構整備
(51)

が徐々に図られ，その限りで市民とりわけ大学を終了した專門人の登用が必至であった。そして彼

等の活動が貢献するのと比例して，その官職が或る程度に彼等を身分制社会の*族身分へと同化さ

せて行く。国家再建に啓ま自由主義の情熱を燃したフリッチュにしても貴族身分に上昇したライプ 
(52)

ツィヒ市民であった。近代化へのこうした重い足どりの中で，近代化への， もう一'̂ ^の動きは，市 

民の経済的活動にあった。例えぱ③の(イ)に出てくるフォン. ユルターライン家は，貴族身分の出身 

を想わせながらェルツ• ゲビルゲの金属工業を振興して行った。 さらにアンナベルクのま飾り編み

「三田学会雑誌j 75卷3 号 （1982年6月）

注 （50) E ichhof. a. a. O., S. 184. f . 広範な官吏，職員と益び， ライプツィヒをはじめとする大学にも一定の食卓用飲料 
の権能が与えられていた。

(5 1 )K. Blaschke, D ie Vew altungsgeschichte als Spiegel der gese llschaftlichen E n tw ick lu n g ； in: 
A n n a li della Fondazione ita lia n a  per la s toria  am m in is tra tiva , 2 (1965) pp. 9〜21 ;Blaschke, Sachsen 
……，SS. 22〜33.

(52) Schlechte, a. a. O" SS. 4 6 - 7 6 . フリッチュは元来ライプツィヒの進歩的な出版業者の息子であったが，法律学 
の勉強の後に官吏となり29歳 の 若 さ で 骑 場 を 入 手 ，30歳には帝国貴族身分となっている。
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の創始者もこの一族の女性だという。 こうした経済的なまを生産のうちに投じようという前向きの

姿勢に対し，まを流通に，信用に，さらには封建的刻印をはっきり残す土地やそこに成立していた

諸権利に投ずる後向きの態度を示す人々も多かった。 ここに市民の貴族化の深い根拠がある。相反

する二つの傾向が，領邦国家の下部においても上部においても交錯し，敵対したり妥協しあいつつ，

長い複I I な過渡期を経て19世紀に到る。近世を通じて発生したビール抗争は，その複雑な筋道の一

つであった。なお⑥の(ロ)のように葡萄酒の政売をめぐる訴訟享例も若干ながら記録されている。だ

力*、，都市内部での抗争であり， ビール抗争とは比べものにならない。 また19世紀にビールの強敵と
(54)

して登場する火酒も， ケムュッッで一件の抗争を起しているのみであった。

ビールをめぐる抗争の舞台は，裁判所だけではない。16世紀以来の領邦国家構築に伴い，裁判制 

度が整備されていったとはいえ，貴族にとっては上訴I I 栽判所が第一審に当るから，都市側のいら 

だちをよそに引き伸しを図ることも珍しくなかった。時間と共に費用がかさむだけではなく， ロー 

マ法の受容によって占有訴権が* 族達に有利な影響をもたらした。彼等は裁制の統いている間は， 

既成享実の占有状態に留まることができた。 このため都市側はしぱしぱ実力による報復処罰の挙に

出た。1622年の領邦議会において騎士身分の代表がのぺ立てたところによると，ボルナ管区におい
(55)

て「藥擊Jが敢行された。ボルナ市はビールの貯えも乏しい上に，その品質も劣悪なのに，当地の载

半！]領主を無視して武装して襲いかかった。他所から入れてきたビールを暴力的に没収し，元来貴:族

にとっては義務のない都市のビールを買うように強要した。 また1676年の領邦議会においても騎士
(56)

は苦情をのべ，裁判が過剰になった上に，襲撃によって殺人や死も恐れられると申し立てている。

いささか誇張ぎみではあるが， ビールの販売機会をめぐる競争が非平和的な形をとったことも事実

で，1552年のドレスデン市参享会，1584年のフライベルクの酸造仲間は農村に対する打毁しを実行

し， これらの自己防衛,の行過ぎから18世紀中にそうしたr ビール戦争J は禁止の方向が打ち出され，
(57)

代りに巡察制度が採用されていったのである。

領邦国家が形を整えて行く過程で都市が自己の特権を守るために取った行動は，他にもある。彼 

等が代表派遣の権利をもっていた領邦譲会に苦情を突きつけ，領邦君主の政府に立法や行政上の措

都市と農村の抗争の近世的一類型

注 （53) Sieber, a. a. O., S. 80, 8 7 ,140f.; Grohmann, ...... S. 24f.
(54) A ppe lla tionsgerich t, N r. 1578 (1706〜07年）Huntemann, a. a. O" SS. 224〜232.
(55) E ichhof, a. a. O., S. 4 6 . なおケムニッツ市は1628年に襲撃が阻止されたと苦情を述べ立てているし同年の骑±  

側の苦情にも都市の実力行使があがっている。また1715年の代表譲会においても都市側は，司法官僚が都市の» 撃を拒
否すると不満をま明している。なお最村への襲撃の例は，Blaschke, Sachsen...... ' S. 3 5 .に，1517年にフォークト

•ラントで起ゥた場合が指摘されている。 ローデヴィッシュ村の居酒屋主人が，他所のビ一ルを入れて売ゥたところ， 
アウエルバッハ市の市民が出摄けてきて， ビールを飲み千し，博を打ち割った。

(56) E ichhof, a. a. O., S. 79.
0 7 )  E ichhof, a. a. O., SS. 252〜2 6 1 .アイヒホ一フは1419年のフライペルク市のようにrマイレの内部の凡ての新し 

い居酒屋は廃止し壊し破壊さるべしJ というju r is  i r r u p t io n is があるのが当然で，法への違反への現物処|3だ 
としている。但し，その行き過ぎから1799年のように罰金の形に移ったという。
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置をとらせて行くという方法である。第 2 表はアイヒホーフが領邦議会の文*を中心にまとめたビ
(58)

一ル抗争の概観を年表化したものである。彼自身は都市と騎士との間に重要な協約，協定の結ばれ
(59)

た時期を画期として時代区分をしているが， ここでは，それを参考にしつつ， さらに経済上の変動 

も考慮して説明してみたい。なお，農民など一般の農村住民は領邦議会に代表権を持っていないか 

ら，確執が都市お騎士の間にあったという形式で表わされている力:，実質において都市と農村住民 

が抗争したことは，第 2 表にみられるとおりである。

ザクセンにおけるビール抗争は，個々の都市と農村在住者の間で15世紀に始まり，協約で一時的 

に休戦の形をとったそれと共に，食卓用飲料の酸造に初めて公的な制限が設けられた（1482年)。 

15世紀の後半は農業の長期的不況と農村工業や鉱山業の伸張が交錯した時期であったが， ビールの 

原料としての大麦の価格の佐迷と初期資本主義的な階層分化や分解が，葡萄溜よりも安く供給しう
(6の

るビールへの需要を次第に増加させていった（第4 図) 。農業在住の騎士や上級貴族も，収入減のた

めビールへと鞍替していく。 こうしたf li要増大に対し都市と農村の供給競争が始まる16世紀になっ
(61)

てビールへの需要が引続き増大する。人口変動が上向きに転じ，穀物価格が上昇したことは，農村 

関係者に有利であり，特に食卓用飲料として免税の特権を持っていた騎士には恰好の営利機会が与 

えられた。 と同時に，ュ ル ツ . ゲビルゲの鉱工業や中西部の織物工業が引続き興隆していったから，

「三田学会雑誌」75卷3 号 （1982年6月）

注 （58) Ebd., S S .10〜137.
(59) Ebd., S. 9 f . (1)都市が政治制度と族i t 営業を得た最古の時代から，1482年に領邦条令が与えられろ迄， （2)1482年か 

ら1555年の告示まで，（3U555年から1661年 の r国紛j の解決まで，（4>1661年から1676年に領邦酸造協定力：出来る迄，(5) 
1676年から，酸; 営業のためにまけられた委員会に関し領邦議会で議論が行なわれた1722年迄，⑥1722年から1799年ま 
で （アイヒホーフの時代区分）。

(60) Blaschke, Bevolkerungsgeschichte...... , SS. 79〜8 7 .プラシュケは1300〜1550年の間の農村人口の変動が北部
のライプツィヒやグリムマの管区で5 〜 7% の減で，南部ェルツ. ゲビルゲでは20〜40%の増であることを示し農業 
に不利な賃金. 価格清造による北部での荒廃の発生と南部での歡工業の隆盛による裹村への人口集中の結果だとしてい 
る。14世紀後半から15世紀にかけての長期襄業不況を指したのは，W . Abel, A g ra rk r ise n  und A grakon junk-
tu r, 3. A ufl. 1978, SS. 57〜103である力:，Huntemann, B ie rp roduktion ...... , SS. 43〜93.によれぱ， ピ一ルの主
原料である大麦は100キロ当り，北ドイツで18.4グラム銀（1401/50年）力、ら13.3グラム銀へと下っている。他方，南ド 
イツでは同時期に24.6グラム銀から16.7グラム銀で，絶対値が北より高かった。それはまた，南の葡萄栽培地と北の主 
穀栽培地の対照をも意味し，北では早くからビールの消費量が多く，14世紀末から15世紀に力せて特に15世紀後半に上 
昇した。フンチマンが全ドイツの数字から作成した第4 図をみると， この期間にビールの価格が葡萄価のそれに対し極 
端に低かったこと力•、判 る （本稿 131頁) ，Huntemann, a. a. O., S. 46, Abb. 4)。但し民衆の購買力が減じて行く15 
世紀後半から16世紀にかけて，ピールの需要が高まっていったという。ザクセンに関しては， この点力:ェルツ.ゲビル 
ゲの鉱工等の発達から註明されよう力:，一方多少の葡萄酒生産が行われていたザクセンでは，需要交替が16世紀半ぱ頃 
になって本格化したという。ザクセンのピッターフェルト市の市庁舍酒場では1525年にはまだ葡萄酒の売行が良かった 
力;，1556年には利益の89%がピールであった。

《61) Ebd., S S .120〜166.大麦は北ドイツで17.2グラム銀C100キロ） 力、ら38.2グラム銀へと1501/50年から1551/1600年 
に上昇し，ピールの価格も，0.15グラム銀から0.34グラム銀へと略同じ上昇率を示したが，にも拘らずビール消費量は 
増えている。にも拘らずライプツィヒでは1561/90年の81.3へクト. リブトルから，1591/1620年の142.8へクト. リy 
トルという年売上量が出ている。 フンチマンは16世紀前半の年1 人当りの消費量を400ないし500リットルとし，北ドイ 
ツではそれより多いとみている。それが1600年頃には500か ら 1000リットル（Huntemann, a. a. O., S . 189では600 
リy トルとする）になる。なお，濃いビールdas V o l lb ie rに 对 し 薄 い ビ ー ル der K o f e n t のfl| 要が増えたとい 
ぅ*
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都市と農村の抗争の近世的一類型 

農村関係者との摩擦が漸次激しくなる兆候はありな 

がらも，都市市民の酸造業も拡張しえた。都市と農 

村の抗争は，麻織物工業に重心があったのである。

例えば，当時のビール抗争の主投グリムマにしても

市民酸造業者の数は170 (1505年）から276 (1600年）

と増えているし，同じく早くから抗争のあったフラ 

イベルクでも1 年の酸造回数は577 (1569〜70年)，

616 (同75〜76年) ，651(同76〜77年），752(同77〜78年）
(62)

と急増している。

第 4 面ドイツにおけるピールと葡萄酒の価格

1451年〜1500年
10年平均値、 1 リットル当りのグラム銀

1401/50 51/60 61/70 71/80 81/90 91/1500 
nach Huntemann

かくて領邦国家が， ビール酸造をめぐる都市と農

村関係者の関係に対し，従来の等族身分制の枠内で，

都市に有利な法的措置をとったものの(I55! 〜ほ55年)，両者の本格的対立は次の世紀に向けて漸く激

しさを増していくのであった。 世紀の変り目にはエルツ. ゲビルゲの銀資源が枯渴し， ザグセン

初期資本主義の早熟な興隆期は，長い停滞と進歩の格闘期にとって代られる。人口の増大と相まっ

て農産物の価格は上昇を続けるが，鉱山業衰退に増幅された手工業の沈滞は特に都市において著し
(63)

い。それは都市のビール酸造に打撃となる。 ライプツィヒでは1561〜1570年から1611〜1620年の間
(64) '

に 大 麦 （小麦）の値が238%も上ったのに， ビールの方は135%しか上昇しなかった。第 2 表による 

と，領邦議会への都市側の苦情は，17世紀に入って激増の一途をたどる。ケムニッツ， ロホリッツ， 

ミットヴァイダなど麻織物工業の中心地が目立つと共に，やや遅れてマリーエンベルク， ツヴィッ 

カウ，シュネーベルク， シャイペンベルクな どの鉱工業の中心も加わり，遂には1653年に両者の大 

合唱となる。そこには主だった都市以外に，中小都市が参加しており，特にオーバー.ヴィーゼン 

タ一 ルやユルターラインの ように，锻造所でのビール酸 造営業について苦情を提出するものがでて 

くる。繊維工業，鉱工業の諸都市が苦情申し立てに大挙して立ち上っていることは， この時期の彼 

等の経済的苦境を物語っている。なお，オーシャッツ， ロマッチュ， ミューゲルンのような問題の 

地域の北西部にある農業地帯の都市も無視できない。

注 （62) Ebd., S. 96 (G rim m a) ； Eichhof. a. a. O., S. 152f. Anm . 27 (F re y b e rg .なおそれには Schelienbergの数 
字もある。）

(63) Z iih lke, H istorisch-geographische Untersuchungen...... , SS. 92〜9 6 . 彼の與味ある統計によれぱ，1550年
と1834年を比較すると商業や紘山の中心地では9 のうち， 6 がその重要性を減じ3 が不変であった。重要な手工業中心 
地はU が共に不変，それよりランクは下だが手工業が盛んな都市22のうち:13が不変， 9 が重要性を増している。

(64) Huntemann, a. a. O., S. 148, S. 211’ Abb. 2 7 .(本稿 134 頁の第 5 図）

(65) E ichhof, a. a. O., S. 59, Anm . 9 7 .オーバ一. ヴィ一ゼンタールはビール販売のため新しい顔造所を建てたニつ 
の穀造所につき苦情をのべ，ュルターライン市も購買義務のあるにも拘らずビールを買わぬ幾つ力、の銀造所長に不満を 
申立てた。
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さて，こうした都市の抗議行動に拍享をかけたのは，「三十年戦争」の混乱であった。ザクセン北

部のト一ルガウでは，1620〜1623年に酸造用鍋の原料である銅や酸造原料であろ大麦，ホップや桶

用 の 塗 料 チ ャ ン が 急 騰 し て い る （r悪貨充満時代J) 。 ま た ラ イ プ ツ ィ ヒ の 市 場 で 当 時 優 勢 に 競 合 し て い
(66)

た小都市べルゲルンのビール酸造業も1632年に戦火に見舞われ，40年代には衰退してしまっている。

今や，ビール抗争はザクセンの「国紛」L an d geb rech enとされ，領邦君主の政府はその解決の

ため，積極的な介入に乗りださざるをえない。都市側の苦情を受けて，聖職者や官吏の食卓用飲料 
(67)

の権利を制限し（1646年)，さらには代表者委員会を設置して，個々の都市に解決案を提示した。こ

うした都市側の苦情に圧された領邦政府に対し騎士側はローマ法の占有訴権を糖に抵抗し，享実上

の変化（酸造所建設などの）を合法化するという手段に出た。 このため折角蹄結された酸造協定（1ft

76年） が半ば死文化したまま17世紀後半が推移していく。この間に都市側の苦情が余り多くみられ

ぬのは，領邦政府の介入がある程度の効果をあげたことと並んで，当時の複⑩な経済状態の故でも
^ (68) 

あろう。 「三十年戦争」の結果人口が激減し，穀物価格は下り，手工業製品や賃金は上昇した。こ

れは都市酸造業にとり生産費の低下と需要拡大を意味する限りで有利な材料である。だが戦火によ
(69)

る人口損失及び住宅，仕事場の破壊は都市の方が著しい。それに農民や騎士も穀物価格の値下りに

対処すぺく，穀物加工業としての酸造業に乗りださざるをえない（231頁の第5 図)。しかももぐりの

酸造営業には租税負担がなく，都市酸造の独占営業よりも競争的であるから品質も良い。都市と農

村のビール抗争は，こうした複$1な関係を縫って展開したのであったが，18世紀に向い，穀物価格

が上昇しだす中で，農村関係者が再び優位性を増していく。特に食卓用飲料酸造の権利を持ち，従

って免税特権を利用し，原料購入も安く抑えうる騎士達が，酸造業によって自らの土地所有の実を 
(71)

全うした。騎士の例ではないが，ライプツィヒの壁外市にある聖ヨハネ施療院1640年の領邦君主の 

訓令により年四回の酸造までしか免税としないことになったのに，30年戦争の被害を口実に56年迄

r三田学会雑誌j 75卷 3 号 （1982年6 月）

注 （66) Bartscherer, Zw ei B e itrage...... , SS. 41〜4も SS. 52〜59.
(67) Ij. M u lle r, D ie B raugerech tigke it des Le ipz ige r Johannishospitals, in :  Jb. d. G. f. G. u. B. d. 

Brauwesens, 1936 Jb. S. 6 9 .には， すでに1640年にライプツィヒの聖ヨハネ施療院に対して，租税訓令で，患者及 
び関係者食卓用飲料は許す力’それ以上の酸造は都市の酸造営業を弱めるとして禁じている。なお，この施療院は自前の 
大麦を使い，壁外市の酸造業者に酸造を委託し，一年中販売していたし，他市タウハのビールも持ちこんでいた。

(6 8 )本稿134真の第5 図。手工業者の賃金動向については，Huntemann, a. a. O., S. 1 8 1 .にライ麦（キロ単位）で表 
わしたライプツィヒの賃金購買力の推移が示されている。8 .3 〔1551/60年) ，1 0 .6 〔1601/50年) ，18.3 (1651/1700年X  
16.7(1701/50年) ，12.1 (1751/1800年)。

(69) Blaschke, a. a. 0 „  SS. 88〜97.1628年と1646年租税の台帳を較ぺると，納税額は都市で24% , 騎士領の多い地成 
で 6 % となって，都市の損害が大きかったことを物語っている。

(7の都市ビールの品質低下は，騎士，襄民，そして市民の常識ともなったが， Huntemann, a. a. O., SS. 220〜222. 
によると，等量の麦芽を入れて産出するビールの容量（或は等量の大麦又は小麦から注ぎ出されるビールの容量）力;， 
1670年代から一貫して増大し続けたという。（本稿135頁の第6 図）Huntemann, ebd., S. 221, Abb. 28)。 これを麦' 
芽でみても1650年に 1 へクトリットルの麦芽に対し140リットルのビールだったの力:，1750年には約210リットルのビー 

ルとなっている。なお村ピールの品質については， ebd., S S .173〜176. 本論文冒頭の学生の流行言葉をみよ。

(71) Ebd., S. 218f.; W. Abel, Geschichte der deutschen L a n d w irts c h a ft...... ,1962, S. 296.
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これを守らず， この年にライプツィヒの譲造親方達の苦情を受けて，領邦君主の役人との交渉に入

る。彼と市参享会代表との一致した観察として，施療院が市民に酸造の許されぬ夏にもビールを自

由に販売し，居酒屋を開いているという。結局1658年より租税を負担したようであるが，1684年に

施療院の自家消費分力*、658グルデン17グ ロ ッ シ ュシ8 プフ ュ ニ ヒ ， 売り上げ現金が591グルデン10グ

ロ ッ シ ュ ン 8 プ フ エ ニ ヒ で あ り , 自 家 （委託） 酸 造 の 費 用 が 23G グ ル デ ン 9 グ ロ ッ シ エ ン 4 プフエ

ニ ヒ で あ ろ か ら ， 純 益 は 361グ ル デ ン 1 グ ロ ッ シ エ ン 4 プフエ ニ ヒ で あ っ た 。 収 益 率 は 28‘ 8% (1572
(72)

年にも26.5% ) であり， フンチマンの提示する数字とも大体において合致している。

さて， ビール酸造営業をめぐる市場経済的な力関係は第2 表にも表われている。一旦沈静したか

にみえた諸都市の苦情が世紀末から18世紀前半にかけて再び殺到してくる。従来登場しなかったァ

イ ペ ン シ ュ ト ッ ク , ヨ ー ハ ン ゲ オ ル ゲ ン . シ ュ タ ッ ト , プ ッ フ ホ ル ツ , ア ウ エ （以上鉱工業関係）,

シ ュ ト ル ベ ル ク , フ ラ ン ケ ン ベ ル ク , ロ ス ヴ ァ イ ン （以上繊維工業関係）, ズ ィ — ^ ン レ 一 ン （農秉

地帯） といった中小の都市の名がみえる。個別都市の苦情から都市群全体の農村関係者への抗議へ

と転換し始めたことが読みとれると共に， この時期の手工業経済の低迷の深さも認識しなくてはな

らぬ。例えば， シュヴァルツエンベルク郡のアイベンシュトック，アウエは周辺に多くの銀造所を
(73)

従えた新しい農村よりの自生盤の小都市（市場町を前身とすろ）であった。 それらの経済的苦悩は，

ビールをめぐる都市と農村関係者の抗争を象徴しているともいえよう。前期的'性格を多分に帯びた

1 5 , 16世紀の初期資本主義が， より近代的な産業資本主義へと脱皮していくには，数世紀にわたる

時間が必要であった。だが，その過渡期の一般的な停滞状態やまの流通，金融，土地関係への偏倚

に加え，分立国家やその下での都市の過多という特殊ドイツ（ザクセン） の事情が考慮されなくて 
(74)

はならない。勿論，ザクセンは比較的新しい植民地域であり，領邦国家の分裂もそれほど激しくは 

ない。それでも農村からの自生的な中心地が，封建領主制によって上から等族身分制の網にからめ 

とられ，中 間 的 な 「半都市」群とされたことは享実である。そこでは都市と農村の矛盾，対ネが微 

妙な中間小都市群の存在のため，積極的な側面よりも消極的な側面において歪んで表現される。中 

世都市の市民的特権の一つであるビール酸造営業をめぐる抗争が，異常に長く執恸に続いた所以で 

ある。そして別の条件の下では， より自由な手工業，市場経済の中心地となることのできたであろ 

うア イ ペ ン シ ュ トックや ア ウ エ も，中世的な特権を糖に周辺の锻造所と対立するに到ったのであろ

都市と農村の抗争の近世的一類型 '

注 （72) M ulle r, a. a. O., S. 72. 尤もミュラーの報告では，この年近隣の小都市タウハの良質ビールを57博 （316グルデン 
10グロッシ: ン6 プ7エニヒ） も買入れ，その上ホップや労賃の値上りもあったので経営は苦しかったといっている。 
但し，タウハのビールが全て自家消費されたのかどうかは不明である。

(7 3 )第 1図，第 3 図参照。アイペン シ ュ トックは，Eichhof. a. a. O., S. 95f. Anm . 39, 4 0 .によれぱMuldenham. 
mef•(ムルデン锻造所）の所有者が新しく酸造所を建てたことに苦情をのぺている。集落史はBlaschke, Ortsverze- 
ichn is...... , 3 T e il ' S. 93, S. 95： Schlesinger, Handbuch......., S. lOff. S' 85, を参照。

(74) Terao, Probleme...... , S . 1〜3 1 ;R. Gradmann, D ie stadtischen Siedlungen des Konigre ichs W iir t-
temberg, 1914, S. 17ff.
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% 北部

第 5 図南北ドイツのビールと大衷の価格1601〜1810年

30年平均値、 1 リットルまたは100キログラム当りのグラム銀

% 南郁 1551/1600年=100

「三田学会雑誌J 75巻3 号 （1982年6月）

nach Huntemann

う。 但 し ア ウ エ が 唯 一 回 だ け 名 を 連 ね た の に 対 し ， ア イ べ ン シ ュ ト ッ ク が 再 三 登 場 し て く る の は 注

目 し て よ い 。 因 み に ， ア ウ エ は 19世 紀 以 降 に エ ル ツ . ゲ ビ ル ゲ の 機 械 工 業 の 中 心 地 と し て 成 長 し て
(75)

い く の で あ る 。

さ て ， こ の 時 代 は 穀 物 価 格 が 引 続 き 上 昇 し て い く の に ビ ー ル の 値 は 次 第 に 下 り 気 味 と な る （第5因 )。

こ れ は 都 市 ビ ー ル の 品 質 低 下 (第6図) や 農 村 ビ ー ル の 更 な る 進 出 に よ る と 共 に ，葡 萄 酒 ， 火 酒 ， コー
(76)

ヒー，紅 茶 の よ う な 代 替 飲 料 の 需 要 増 大 と も 関 係 が あ る 。 前 者 に つ い て は 18世 紀 の 末 に ビ ー ル 商 品

全 体 の 五 割 以 上 が 農 村 関 係 者 の 酸 造 す る も の で あ り ， 農 村 は 勿 論 ， 多 く の 都 市 の 市 場 で も 成 功 し た 。

後 者 に つ い て は ， 特 に 低 所 得 層 が 購 入 し 易 い 火 酒 の 登 場 が 注 目 さ れ る 。 こ う し た ビ ー ル の 市 場 関 係
(77)

が 特 権 の 障 壁 で 守 ら れ た 都 市 ビ ー ル に 不 利 で あ っ た こ と は い う ま で も な い 。 し か も 世 紀 の 半 ば に ，

注 （75) Sieber, S tudien...... • SS. 87〜146. Industriegeschichte von Aue; Schlesinger, a. a. O., S S .10〜12.
(76) H untem ann； a. a. O., SS. 223—232. 1751/1800年と1801/1820年でみると（1701/50年を100として）， ビールが105 

力、ら130 ,火酒が130から2 0 3 ,葡萄酒が124から1 5 5 ,コーヒーが81から137,紅茶が95から140であった。 この数字は火 

酒，葡萄酒，コーヒー，紅茶の輸入量が18世紀にすでに激増していることから需要の拡大によるとみてよい。

(77) Eichhof, a. a. O., S. 152 f.によれぱ，グリムマ市の酸造回数（1年間）は，1577〜78年の7Mに対し，1751〜52年 
(193), 1768 年 （94+), 1769年 (194), 1770年 (1291), 1771年 （8ネ )，1772年 （38), 1773年 (Y s l) ,  1774 年

C lO s l)年であった。また，1799年のペルゲルンに細々と残ったビ一ル酸造業においては，公定の大麦25シェッフェル 

( 1回の酸造につき）力;負担にすぎ， 4 人で一 3の酸造，さらには4 人で各の酸造をするまでになっていた〔Bartsch- 
erer, Ansgaben...... ,S. 228ff.)またそこでの公定価格（1搏 7 ターラ一8 グロッシェン）よ.り約2 ターラーも高い9 タ
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都市と農村の抗争の近世的一類望

第 6 図 100キロダラム当りのビール注出量と

中位の穀物価格(ハノーファー）（1621〜1750年 ）

領邦君主同士の擬制の大国主義外交によって

再び深刻な戦火に見舞れたザクセンにおいて，

18世紀後半に， この傾向はいよいよ決定的と

なる。そして，都市と農村の関係を近代促進

の方向で再検討するのか，伝統固執の方向で

守り切ろうとするのかが問題の焦点となる。

否，単に都市と農村の関係だけではない。ザ

クセン選帝侯国全体の近代化が問われだした

のである。1762年の国家再建の頭脳として登

用されたフリッチュはいうまでもなく，啓ま

的とはいえ近代化を促進する党派にあった。

この年に， 彼がこの地位を固めえたのには，

1741年に官を辞して以来，実に20年もの月日

が必要であり， しかも首相プリュール等の保守派が擬似大国主義外交による封建権力の自己顕示に
(78)

狂奔したため，ザクセンの国土も住民も「七年戦争J の犧牲に供されたのである。

それでは1763年以降のビール抗争にフ リ ッ チ ュ の r再建委 員 会 」 の 影響を読みとれるであろうか 

? 1 7 6 9 年の領邦侯宣告は，都市と農村の抗争を一般的な私享（私法上の事柄）とみなし，純粋に法
(79)

の問題として扱う， とした。数世紀に直る領邦議会での政活的解決は， ここに放棄された。それに 

先立つ戦後期に16世紀以来の裁定などを引用して相も変らぬ苦情が都市側から繰返されたにも拘ら 

ずである。 さらに，1787年の領邦侯裁定は，都市は自らの酸造営業衰退に責任を負い， 自ら解決を
びの

図るべきだとした。同様の裁定は1793年にも出された。 この変化はフ リ ッ チ ュ 等の啓ま自由主義が 

領邦君主の政策に浸透した結果とみなしえよう。都市側がこの変化に敏感に反応したのは当然であ 

った。伝統的な個別都市の苦情を山のように積んで，領邦君主の裁決を迫る遣り方ではなく，法治 

国家としての実を自己に有利に獲得すべく，抗争解決の方法• 方金を問題とし，その立法化を迫る 

という方向転換が起った。農村関係者の自称権能をIE拠立てることを法的に失権処置を伴う確定措 

置とする事，領邦君主の新設認可は今後与えない， ビール襲撃を中止する，不法に持込まれたビー

_ ラ_ 7 グロッシェン6>|■ププエニヒが博売価格であった。 大麦とビールの価格が背離し安値のビールの採算が合わ
なくなった点は第5 図を参照。 なおこの時期に騎士がなお安定した経営をもちえた点はHuntemann, a. a. O., S. 
218ff.

注 （78) Schlechte, a. a. SS. 5〜122.後は父親から相続した出版業によって財政上の余裕があり， 1722〜25年と1737年に 
オランダ，イギリス，フランスに長期に滞在した。特にフランスではモンテスキューなど百科全言派の人々と接触し， 
影響を受けたし，イギリスの国民国家やフランスの重商主義にも強い印象を抱いて帰国している。在野時代の系統的勉 
学が，1762年の劇的な返り咲きを可能ならしめたのであった。

(79) E ichhof, a. a. O" S. 118.
(80) Ebd., S. 119.
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ルへの罰金や一定期間の権利停止の措置， 処罰担当官吏への権限委託， 密告者への奨励金， 1555

年に定められた法的手続の改善，上訴に際し占有訴権を認めず，一時停止の措置をとる。 これらの
(81)

新しい要求の仕方に応えたのが，1799年 の 「通則」であった。罰金と巡察の制度的整備を実現する.

点で都市の要求をのみ，且つ国家の租税政策と都市酸造業の結びつきを図ることが，法的に確認さ

れた。但し，証拠立て，認可，占有訴権の問題は不問に付され，都市側の不満が残された。 また騎

士側は沈黙は承認ではないとして，伝統的な権利の保持を主張した。領邦政府は騎士の食卓用飲料

の酸造権に関しても法的にはっきりした制約を設けたのであったが，基本的な国家方針としては重

太な妥協が騎士との間にみられた。国家近代化の真の要めは，都市と農村の関係よりも，農村その

ものの在り方にあり，前者はそれより派生する問題だという透徹した認識や態度は， フリッチュ等

の r ザクセン党J に望むべくもなかった。その啓蒙自由主義は，領邦国家の擬似絶対主義の化石状

況を上から自由化し，専制の近代化を図るものだったからである。それにしても，法律学者アイヒ

ホーフが， まさに化石化，つまり中世都市の特権の絶対的回復を志向し，その豊言なビール法制史

研究の結論としたのに比べれぱ， ライプツィヒの自由主義的改革派の橋子であったフリッチュは，
(82)

国家行政家としてはるかにしっかりと歴史の行方を見据える実践的視点を備えていたといえよう。 

そしてアイヒホーフの希望的予測にも拘らず， ビール抗争は19世紀になっても続いていく。ザクセ 

ンの農村はその双肩に封建身分制と都市独占という二重の重荷を引続き背負わされていったのであ 

る。

(経済学部 教 授 ）

「三田学会雑誌j  75卷3 号 〔I982年6月）

注 （81) Ebd" S .1 2 5 ff.不法に持ちこまれたピールには1 フィアチルにつき1 シ g ックの前金とされた。

( 8 2 )両者の対照的立場をもっと問題の要めに移して行われた論学がある。1773年にライプツィヒで匿名で出版された小冊 
子 「村取引についてJ Ueber den D o r fh a n d e lと，1775年に同じく匿名で同じ都市で公刊された小冊子rェルツ. 
ゲビルゲのー愛国者の夢j Traum e eines Erzgeb iirg ischen P a t r io te n との間の論争である。 後者は幸いにド 
レスデンの「ザクセン国立® 言館J で発見されたが（SSchsische Landesbibliothek, D re sd e n の 37/80/7809に 
Anonym  1775として在り），前者は見出しえなかった。 ここでは後者を使い両者の論点の違いを探る。著者は一種暴 
動状況にある都市を夢見，その只中にr原料がない，製品の値が上る，外部の需要が蒸ちる。村取引の故なのだ！J と 
いう嘆きの歌を聞いた途端に眼が覚めた。そ こ で r村取引についてJ を取り出して読むと，自分以上の無原則に気付く。 
あの著者は凡ゆる力で言もうとするのが商人という力’S 遠隔商業は奢侈と室の偏りをもたらす。また都市こそ自由な手 
工業の場で，農村は農業に専念すべきだというが，ェルツ. ゲビルゲの現実は，都市とはいえ，同業組合もなく農村や 
個々の紘山，溶鉱炉に都市法が与えられたもので，農村と区別して特権化する必要がない。むしろ村での必需品取引こ 
そ必要なのだ。手工業の最良の発達は適在適所によろ。その住民にとり手工業こそ生業であり，鉱工業以外にも繊維エ 
業のお蔭で生活の安定が望まれるのである。愛国とは私益ではなく公益を主張することだ。あの著者は都市の衰滅が， 
国の，貴族の損失となるという力’、，むしろ農村での手工業と商業の振興こそ国のためになる。村商人が境乱者として非 
難されるが，彼等は歳市や大歳市に出揉•け， 4 か月も飲まず食わずで耐え，しかもお金を積んだら24時間の内に若者や 
職人を励まし，働かせている。それは合法的な権利であって，都市がこれに不満を申し立てるのは翁違いだ。

以上，後の小冊子の立場は明らかであろう。多分にュルツ. ゲビルゲの地域的特殊性も感ぜられるとはいえ，一国の 
まが遠隔商業や中世都市の特権によるものではないという鋭'^、洞察が読みとれ，前者の小冊子の時代錯誤が浮彫りされ 
る。その対照は，フリッチュとアイヒホーフの比ではない。所で二人の著者の身分は，前者が. オーバー•ラウズィッ 
ツの中世都市ツィタクの市長であったュストC. G. J u s tであり，後者はザクセンの郡長を務め，文ま家でもあったシ 
ュッツJ. E. V . S c h u tz であった。両者の立場の相違の背景に彼らの生活場が影を落していたといっても差支えなか 
ろぅ。
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